
  「新宿区立図書館基本方針（改定）」（素案） 

に対するパブリック・コメントの意見要旨 

及び区（教育委員会）の考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28（2016）年３月 

新宿区教育委員会 

― パブリック・コメントの実施結果 ― 

 

     １ パブリック・コメントの実施期間 

        (1)平成 27 年 10 月 25日（日）～11月 25日（水） 

 

     ２ 意見の受付件数 

        (1)提出者数     ９人 

        (2)提出意見数        ４７件 

        (3)提出方法 

           持参     2人 

           FAX     ２人 

           ホームページ    ５人 

 

     ３ 意見の計画への反映等 

        (1)意見を反映する    3件 

             (2)意見の趣旨に沿って取り組む  5件 

             (3)今後の取組みの参考とする      １５件 

             (4)意見の趣旨は取り込み済み  ３件 

             (5)意見として伺う      １０件 

             (6)質問に回答する      １１件 
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パブリック・コメント意見要旨一覧 

１ 方針全般                                  

                                           

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

１ 

 この素案は、コンパクトにまとめられて

いてたいへんよいと思った。素案の P13 に

ある(4)改定基本方針と現行基本方針との

関係についてや、素案の P15 にある柱立て

の関係、素案の P16 にある検討の流れはわ

かりやすい。素案の P17～にある（5）現行

基本方針・新中央図書館等基本計画との項

目関係表は工夫されていて関係性がよくわ

かった。資料編も充実していると思った。 

ご意見の趣旨に沿って取組みます。 

 今後も分かりやすい情報提供に努めるなど、

ご意見の趣旨に沿って取り組んでいきます。 

２ 

 図書館(特に地域図書館)は、開館時間

を長くするより、むしろ内容(人員の配置

の確保、良質の書籍、集う空間づくり・・・)

などに重点を置いてほしい。 

今後の取組の参考とします。 

 人員配置、良質の書籍、集う空間づくりなど

は、区としても重要な要素と考えています。い

ただいたご意見を参考にしながら取り組んでい

きます。 

３ 

 図書館基本方針（改定）素案を拝読し、

意見を述べます。 

構成や事業計画の部分はよくわかりまし

たが、図書館が最も考えなければならな

いことは何か？区民が主役で、区民が知

に出会う拠点によって区民自身がエンパ

ワーメント（生きる力をとりもどす。自

分が生きるために知が必要不可欠と気づ

く。自分の好奇心や希望や夢が自分のパ

ワーアップ・・・自己効力によって変え

られることを再認識し、自分の知らない

ことを知りたい、学びたい、調べたい・・・）

する力を支えられるということではない

でしょうか？ 

今後の取組の参考とします。 

 改定後の基本方針では、これまで重点的に

取り組んできた成果を踏まえ、課題解決の支

援の充実とともに、障害者や高齢者など対象

別のきめ細かな支援、利用者の情報活用能力

向上の支援など、対人サービスを重視した「支

える」ことを基本にし、新たに大きな柱とし

ました。いただいたご意見を今後の取り組み

の参考にさせていただきます。 

４ 

 「資料 13」（平成 20年策定の「新宿区

立図書館基本方針」）との比較から、ど

うもトーンダウンしているような印象が

ぬぐえません。 

ご意見として伺います。 

 素案の P14 からの「（4） 改定基本方針と

現行基本方針等との関係について」、「（５） 

現行基本方針・新中央図書館等基本計画との

項目関係表」に示すように、平成 20年 1月に
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策定した基本方針を継承発展させ、平成 22年

策定の新中央図書館等基本計画を取り込ん

で、使命の明記や区民が集う図書館などの新

たな項目を盛り込むなど充実させています。 

５ 

 管理者にとっての数値計画ではなく、

あくまで区民が今求めていることをどう

優先的に実施していくか、あらゆるスタ

ッフが日々PDCA をまわし続けていくこと

を、どうぞ肝に銘じ、続けてください。 

今後の取組の参考とします。 

 区民のニーズへの対応や PDCA（計画、実行、

点検、改善）のマネジメントサイクルは、今

後、各区立図書館ごとにサービス計画を定め

て、重点的な取り組みや、達成状況などを明

らかにしていきます。また、サービス計画は、

単年度ごとの新宿区実行計画のローリングと

新宿区予算編成等とも整合させるものです。

毎年、業務統計等の一部速報、過年度の評価、

当年度の主な取り組みを冊子として作成、配

布するとともに、ホームページでも公表しま

す。 

 

２ 改定の趣旨・背景                                  

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

６ 

 「新宿区立図書館基本方針は、平成２

０年１月に新宿区教育委員会で策定しま

した。策定から７か年が経過しているこ

と、社会状況の変化や区立図書館をめぐ

る動向の変化等の理由から改定する…」

とありますが、どのような動向の変化か

は我々と共有するところの文面が見られ

ません。よって、ご説明をして頂きたい。 

ご質問にお答えします。 

 区立図書館基本方針（改定）素案の１ペー

ジ及び、概要版で記していますが、区立図書

館ではこれまでに、基本方針によりレファレ

ンス（調べ方案内）の充実、インターネット

閲覧端末など IT 環境の整備、指定管理者制度

の導入と開館時間延長など着実に成果をあげ

てきました。 

 一方、今日、図書館は地域の知識基盤とし

て、電子書籍などデジタルコンテンツへの対

応、知的交流や知識創造に向けた取り組み、

他の機関との連携や NPO、ボランティアとの協

働など、新たな対応も求められています。 

 また、平成 20年 1月の基本方針策定後の平

成 20年 6月の図書館法の大幅な改正と、これ

を踏まえた「図書館の設置及び運営上の望ま

しい基準」の改正（平成 24 年）で、図書館の
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基本的運営方針の策定及び公表、運営状況の

点検・評価、各種の図書館サービスの望まし

い基準などが規定されました。これらのこと

から、今回、基本方針を改定することとしま

した。 

 

３ 図書館の使命                                  

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

７ 

 「区民が主役・区民がやさしく知に出

会う拠点」へ基本的な視点を明記してく

ださい。図書館は私にとって、シンクタ

ンク、知のデータベース、社会との接点

です。ただし、図書館という施設や場所

という意味ではなく、ICTは”インテリジ

ェンス・コミュニケーション・テクノロ

ジー”（図書館スタッフの対応技術や利

用者の管理技術も含む）で intelligence、

知能、知性理知、情報という意味で、90

年代の都の女性たちがウィメンプラザに

集い使い始めたものです。つまり

empowerment（エンパワーメント）が先に

あり、特に gender free（ジェンダー・フ

リー）として性差別の克服を目指す考え

から私も使ってきました。各種の PCを使

ったセミナーやワークショップ等で人的

ネットワークが拡がっていきました。こ

の点からも視点を明記して欲しい。 

今後の取組の参考とします。 

 改定後の基本方針は、区民が主役となり、

さまざまな情報に容易にアクセスできる場と

して図書館を捉えています。また、図書館の

「建物」の方針ではなく、図書館を利用する

ことを通じて、区民自身が自らの能力などを

向上できるよう対人サービスを重視した方針

としています。これらのことは、素案の P14

からの「(4)改定基本方針と現行基本方針との

関係について」に記載しています。 

 

４ Ⅰ 区民に伝える図書館                                  

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

８ 

 図書館で働く方々がお読みになった本

で「これは面白かった」と思った本を毎

週ご推薦いただきたい。わたしは新聞に

毎週掲載される書評欄をたのしみにして

います。これを参考に読む本を選ぶこと

今後の取組の参考とします。 

 今年度、中央図書館では「図書館員が選ん

だ本」と題し、図書館職員が選んだおすすめ

の本を展示する資料展示を行い、多くの方に

ご利用いただきました。ご意見は、今後の企
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もあります。本は「試食」ができないの

で、書評があると助かります。 

画運営の参考にさせていただきます。 

９ 

 「Ⅰ区民に伝える」について、はじめ

誰が何の目的で何を区民に伝えるのか？

と疑問を持ちました。今の公的機関はど

こでも「ホームページに載せてある」「ホ

ームページを見ろ！」と『情報弱者』を

作り続けているきらいがあります。情報

弱者とは、PC やスマホなど機器や周辺の

道具を持てない人々や、たとえ PCやスマ

ホを持っていても自分の課題解決の拠点

にアクセス（接続）できない人々、など

です。 

今後の取組の参考とします。 

 改定後の基本方針では、本などの出版書籍

のみならず、地域資料、電子資料など図書館

資料を幅広く捉え、資料の提供や活用を重視

した「伝える」ことを大きな柱としました。

区民に伝えるうえでは、情報弱者に気を配り

ながら取り組んでいきます。 

10 

・素案の P6にあるデジタルアーカイブ化

とは何ですか。          

・ホームページ上に PDF化されたデータ

は、デジタルアーカイブ化されたもので

すか。ホームページ上のデジタル化資料

は、区が作成している様々な冊子、パン

フレット等を、区の職員の方（中央図書

館の職員の方）が勤務時間中に、すなわ

ち外注したりせずに、スキャンしたりし

てパソコンの中に取り入れたものです

か。                 

・区立図書館が所蔵している過去の資料

（しかも 1部しかない貴重なもの）を外

注したりして、デジタル化するのですか。              

・デジタルアーカイブ化するためには、

図書資料を専門の訓練を受けた方（イメ

ージとしては、司書、司書補の方）が、

分類記号を付設するように、デジタルア

ーカイブ化された資料にタイトルをつけ

たり件名（キーワード）をつけたりしな

ければならないと思いますが、そういう

ことはどうするのですか。 

ご質問にお答えします。 

 デジタルアーカイブ化とは、電子図書をは

じめ、作品・文化財その他の情報をデジタル

化して収集・保存・公開する活動や場を指し

ます。ここでは区が著作権を有する資料を電

子資料として保存・公開することを想定して

います。 

・区のホームページにはお知らせなど、その

時々で入れ替えをするＰＤＦ文書もあります

が、図書館の想定するアーカイブ化とは貴重

な地域資料等を一時的に掲載することではな

く、恒久的に保存・公開することを目的に電

子化するものです。現在、区のホームページ

の区立図書館のコーナーで閲覧できる「区史

データベース」などはシステムを外部委託し、

職員がデータを入力したものです。区所蔵の

貴重な地域資料のデジタル化について、民間

企業や専門機関への委託を含めてデジタル化

を進めます。                                                                           

・デジタルアーカイブ化は、資料を情報とし

て活用できる形に構成するため、デジタル化

した資料にタイトルをつけたり件名（キーワ

ード）をつけたりする作業や著作権手続き（保

存、公開など）については、デジタル化に関
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する知識のある司書を中心に進めていきたい

と考えています。 

11 

 素案の P10 にある区史等データベース

（区史索引データベース、区ゆかりの人

物データベース、区史写真掲載資料検索

データベース）とは何ですか。アクセス

の方法等を教えてください。 

ご質問にお答えします。 

 「区史データベース」とは『新宿区史ー区

成立５０周年記念』を基に記載箇所が検索で

きるシステムです（ウェブ上では記載記事の

内容までは見られません。）。 

 「区ゆかりの人物データベース」は『新宿

ゆかりの文学者』等の人物紹介と作品、関連

資料の所蔵状況を検索できるようデータベー

ス化したものです。 

 「写真データベース」は、所蔵している図

書館資料の中で、新宿区の事物の写真のある

ものをピックアップし掲載箇所を紹介するシ

ステムです（ウェブ上で当該写真は見られま

せん。）。 

 アクセス方法は、図書館ホームページのト

ップ画面をスクロールして、「お役立ち情報」

の中の各データベース名を選択してくださ

い。 

12 

 今のうちから歴史的になりそうな書籍

を個人名文庫コーナーにするようにして

みてはどうか。 

ご意見として伺います。 

 あらかじめ後世の評価を予想して著作者名

を冠した文庫コーナーを設置することは困難

ですが、例えば中央図書館の手塚治虫氏の作

品に関する「手塚治虫文庫」、鶴巻図書館の

「夏目漱石コーナー」など設けています。 

13 

 資産としての民有書籍等の寄贈やリサ

イクルを実施して、より知の共有のでき

る対応をして欲しい。 

ご意見の趣旨は取り込み済です。 

 図書館では、区民の皆様より寄贈いただい

た資料は、資料収集要綱に基づき判断し、必

要なものは所蔵していきます。また不要とな

った図書館資料は、リサイクルして区立図書

館で提供しています。  

14 

 一般図書等で同じものを一つの館に複

数置くのは如何なものかと思われます。

時折、本棚の間を歩いていると同じ背表

紙のものが目につきます。その度にこれ

らの本は本当に必要だったのか、と考え

ご意見として伺います。 

 一般図書等を複数所蔵することについて

は、将来も同時多数の利用が多く見込まれる

ものや、複数所蔵する必要のあるものについ

て、1館あたり 3冊までとしています。また、
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させられます。ブームはいずれ冷めるも

のです。利用者の中には(自分を含めて)

図書館は無料(タダ)で本を借りられる場

所と認識している人が多くいることは事

実です。そのような人々のために何冊も

同じ本を入れる必要はありません。やる

とすればせめて二冊まで。一冊は貸出、

もう一冊は館内利用のみにする。など、

また、地域でしか得られないような郷土

資料こそ館内、貸出の 2 冊ずつそろえる

べきと考えます。多分この問題を解決し

ない限り図書館と出版業界は歩み寄れな

いでしょう。これからも頑張って下さい。 

新宿区に関する地域資料は、可能な範囲で複

数を収集するなどの対応を行っていきます。 

15 

 新宿区に住んでいた・いる作家を図書

館としてもっと広報してはどうでしょう

か。夏目漱石、林芙美子は有名ですが、

ほかにもいるはずです。早稲田大学出身

の作家も多くいるはずです（村上春樹、

船戸与一など）。また、新宿区を舞台に

した小説は多くあると思います。このよ

うな「新宿モノ」の小説も図書館として

もっと積極的に知らせるようなことをし

てもよいと思います。 

今後の取組の参考とします。 

 「新宿」を切り口とするテーマは様々な可

能性があります。現在は、新宿区にゆかりの

ある文学者等の人物紹介と作品、関連資料の

所蔵状況を検索できる、データベース化した

「区ゆかりの人物データベース」をホームペ

ージで公開しています。また、広報紙を通じ

ても新宿区ゆかりの人物の広報も行っていま

す（例：「しんじゅくの教育（第１００号）」）。

さらに、企画展示でも新宿区にゆかりのある

作家等を取り上げているなど、新宿区の魅力

のひとつとして、今後も周知に努めます。 

16 

素案 P6「行政資料の充実」について 

 行政の資料収集・保存は図書館で行う

当たり前の仕事と思います。さらに「活

用のしくみづくりの検討」との記載は何

が言いたいのか、やりたいのかわかりま

せん。この項目は不要と思います。 

ご意見として伺います。 

 行政資料は区政に対する区民の関心を高

め、区政への参加を促進することの意義もあ

るので、方針に位置づけています。活用のし

くみとして、区民からの統計資料などの問い

合わせに対して、速やかに対応できるよう行

政資料のデジタル化を進めるなど、検索性の

向上を図ることなど検討していきます。 

 

５ Ⅱ 区民を支える図書館                                  

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 
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17 

 パートも含む就活に対しては、求人先

チェックが求められます。企業のホーム

ページを閲覧したり、企業情報（会社四

季報 企業 IRページ）を活用する力、そ

の産業のバックデータをある程度分析し

たり、将来性を考えたりする力、政策や

業界動向を自分で調べて企業に質問する

力、ネット情報を見分ける力等々が養え

る取り組みを。 

今後の取組の参考とします。 

 中央図書館では、就職活動中の利用者や、

資格取得による転職・キャリアアップ・再就

職を希望する利用者に向け「就職活動支援コ

ーナー」を設置しています。就職、業界の動

向などを含めた中小企業診断士のビジネス情

報相談会の実施や『日経テレコン２１』など

の各種の商用データベースの利用を通じて就

業や起業を支援しています。 

18 

 図書館は情報の窓口であり、インデッ

クスなどがすべてレファレンスサービス

である。置いてある本等が情報そのもで

ある。レファレンスサービスはＴｅｌで

もできるようにしてほしい。また、ＰＣ

での検索を教えるような取り組みをして

ほしい。 

ご意見の趣旨は取り込み済です。 

 レファレンス（調べ方案内）は、電話でも

対応しています。また、情報の探索能力を向

上するための講習会などの取り組みを進めて

います。 

19 

素案 P8「行政支援」について 

 この項目についても区職員は普通に取

り組む内容であり、基本方針であえて項

目として出す必要はないと思います。 

ご意見として伺います。 

 施策の立案や推進に必要な資料やデータの

提供を行っており、図書館からの貢献として

掲げています。また、各部署との連携をさら

に進め、区民の課題解決を支援していきます。 

 

６ Ⅲ 区民が集う図書館                                  

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

20 

 図書館のボランティアにぜひ新しいウ

ェーブを作り出していってもらいたい。

人の活用を考えると新しい理知へつなげ

られる。 

今後の取組の参考とします。 

 区立図書館では、読み聞かせや図書の修復

などを行うボランティアとして約 200 名以上

の図書館サポーターが活動しています。こう

したボランティアの方々が一層主体的に活動

できるよう取り組んでいきます。 

21 

 新宿の特性として、アニメがひとつの

コアだが、それを単に展示するだけでな

く、他の要素と結び付けて、例えば、手

塚治虫をコアにした、手塚関係先バスツ

アー、講座、新宿アニメキャラ創作パン

コンテストなど、おもしろい！楽しい遊

ご意見として伺います。 

  現在、映画会、講演会などの情報資源を活

用する様々な集会・行事を行っています。今

後も 先進的に行っている他の自治体の図書

館など参考にしながら、図書館として魅力あ

る、ニーズに合ったイベント等を実施してい
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び精神でためになるような取り組みをし

てみてはどうか。 

きます。なお、アニメについては、文化、観

光、コミュニティ等の区の様々な部署との連

携を図っていきます。 

 

７ Ⅳ 子どもの成長を応援する図書館 

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

22 

学校(小・中)幼稚園についての図書の予

算を増やしてほしい。 

今後の取組の参考とします。 

 区立小中学校では、毎年度、蔵書の７％程

度を入れ替え、計画的な蔵書構成づくりに取

り組んでいます。区立幼稚園については、そ

れぞれの園ごとに対応しています。今後も限

られた財源を効果的効率的に執行していきま

す。 

 

８ Ⅴ ICT の利活用の推進 

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

23 

 歩いていける公的施設に区と区民の直

接情報交流装置として PC を置いて欲し

い。 

ご意見として伺います。 

 ご提案は基本方針に直接関係しませんが、

所管部署に伝えます。 

24 

アクセス端末から整備を！ 

 「インターネット予約システム」がで

きていても、端末装置が置かれていない。

端末利用が管理者主導ではいかがなもの

か？ 

歩いていける所に端末があり、いつでも

どこでもユビキタスの考え方をすること

で、図書館の意味も機能も全く違ってく

るでしょう。例えば、公的施設で読みた

い本をリクエストするといったカタチ

や、（書式・アナログのものを受付ける

だけでも変わる）公的施設の端末で図書

館とアクセスできるといったしくみの再

点検から始めて下さい。少なくとも男女

共同参画センターに PCがないといったこ

とや地域情報館等に PCがない。あっても

ご質問にお答えします。 

 区立図書館では平成 21年 2月から、中央図

書館に 3台、及びこども図書館、地域図書館

に各 1台「インターネット検索利用者端末」

を設置しています。また、特別出張所に併設

されている「地域センター」にも区民の方が

利用できる「インターネット検索端末」があ

ります。これらの端末から区立図書館ホーム

ページにアクセスすると、区立図書館や図書

館関連施設である「男女共同参画センター」

や「歴史博物館」の資料検索及びリクエスト

ができます。 

 また、男女共同参画センター等の利用者用

パソコンのご提案は所管部署に伝えます。 
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区の PBに入力し送信できないといったこ

とは情報弱者の放置です。できない理由

を考え文書にするより、できるように考

えた回答がほしい。 

25 

 これからの図書館は情報館でなければ

いけないと思います。また、主に高齢者

はインターネット上の情報にアクセスす

るのが困難であり、世代間の情報格差は

ますます広がっています。この問題解決

の一助として、図書館にインターネット

の利用可能なパソコンを設置していただ

きたい（適度なフィルタリングの上）。

家にパソコンはなくても図書館に行けば

インターネットを利用できる、そういう

場所に図書館がなったら良いと思いま

す。 

ご意見の趣旨は取り込み済です 

 区立図書館では平成 21年 2月から、中央図

書館に３台、及びこども図書館、地域図書館

に各 1 台「インターネット検索利用者端末」

を設置しています。また、平成 27年度に区立

図書館全館に公衆無線 LAN を整備し、インタ

ーネットの接続環境を整備しています。 

26 

 素案 P10「ICTのさらなる活用」につい

て 

 小学校の社会科でデジタル教科書が使

えない学年（3年生？）での活用を視野に、

「②地域資料のデジタル化」の検討・取

り組みを加速していただきたいです。 

ご意見として伺います。 

 小学校でのデジタル資料の更なる活用につ

いては、学校（図書館）との連携を深めて検

討していきます。また地域資料のデジタル化

の際には、教育機関でも活用できることを念

頭に置きます。 

 

９ Ⅵ 図書館環境の整備 

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

27 

 23区の新宿区としての新中央図書館に

ついて、区の優先課題としてぜひ取り扱

ってほしい。この様な時代こそ、私たち

区民は、充実した新中央図書館を一日で

も早く望んでいる。 

今後の取組の参考とします。 

 新中央図書館については、平成 22 年 11 月

に策定した「新中央図書館等基本計画」に基

づき、これからの図書館サービスのあり方の

検討を行う中で、現在の中央図書館で実現で

きるところは取り入れていくところです。今

後も、財政状況等を踏まえ、整備手法につい

ての情報収集を行うとともに、早稲田大学の

研究教育施設との合築協議を行っていく中

で、新宿の新たな知の拠点としての機能や区

民サービスの充実、整備の手法などについて
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引き続き検討していきます。 

28 

 方針 6 の 25(新中央図書館の建設と地

域図書館の配置） につきまして、計画に

遅れることなく新しい図書館を早急に開

館し、方針 4の No.16,17に繋げてくださ

い。現場を見ているととても不安になり

ます。 

今後の取組の参考とします。 

 落合地域に建設中の（仮称）下落合図書館

については、建物の建設や資料収集等の準備

を進め、計画通りに平成 28年度中の開設を予

定しています。 

 新中央図書館の開設については、前記（27

番）の通り、引き続き検討を続けていきます。 

29 

 素案の P10 にある近接する地域を含め

た新宿区全体における図書館の配置・建

物の老朽化に伴う修繕等とあるが、近接

する地域は具体的には、どこを想定され

ていますか。 

ご質問にお答えします。 

 落合地域で建設を進めている（仮称）下落

合図書館が平成 28年度中に開設すると、区内

では概ね 800 メートルの円の中に 1 館の図書

館が分布することになります。その中で、中

央図書館、大久保図書館、戸山図書館など、

比較的に図書館が近接する地域を指します。 

30 

 マイナンバー通知が届き、その説明書

に「様々なサービスがこれ一枚で」とあ

り、保険証、印鑑証明と図書館カードが

表現されています。私としては自分のリ

スクセキュリティーと今後の区の方針が

不明のため、別々に持ちたいと考えてい

ます。一方、『住民基本台帳カード』が

2025年 6月 14日まで有効であり、もしも

住基カードが無効になるならば、これを

図書館カードに利用することをご検討下

さい。また、種々の公的施設でのパソコ

ンのアクセス権を貸与する『高度利用者

証』（PC 操作力があり、非公共性の行為

をしないことを約束する等、保証金の預

託など、ある種の利用リース契約のよう

なイメージ）の発行もご検討下さい。 

ご意見として伺います。 

 住民基本台帳カードは 28年以降交付されな

いこと、また、システム改修に膨大な経費が

かかることなど費用対効果の点からも、住民

基本台帳カードを図書館カードとして利用す

ることは考えていません。また、ご提案の種々

の公的施設でのパソコンのアクセス権を貸与

する『高度利用者証』につきましても、セキ

ュリティや費用対効果等から導入は考えてお

りません。なお、住民基本台帳カードの有効

期間内は利用者登録時の身分証明書としてご

利用いただけます。 

31  図書館の配置・建物の老朽化に伴う修

繕等ということと、第三次実行計画（計

画期間 28年度～29年度）（素案）の「区

有施設のあり方の検討」、計画事業概要

「新宿区施設白書（平成 27年度作成）に

基づき、区有施設の現況を踏まえて施設

ご質問にお答えします。 

 区有施設については、公共施設等総合管理

計画を策定して、施設のあり方や役割を見直

し、効果的かつ効率的な公共施設のマネジメ

ントに取り組みます。その現況を把握する新

宿区施設白書をまとめているところです。図
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のあり方の検討を行います。」との関係

を、ご説明ください。 

書館についても、今後、公共施設等総合管理

計画を策定する中で、新中央図書館の建設や

老朽化した施設の改修等を検討していきま

す。 

32  素案の P11にある労働環境のモニタリ

ングや事業評価等とあるが、労働環境の

モニタリングは、委託や指定管理者制度

において、毎年度実施されるものですか。

また事業評価は、内部評価・外部評価を

含めて、毎年度実施されるものですか。

ご説明ください。 

ご質問にお答えします。 

 新宿区では、指定管理者に対し、指定管理

期間の 2 年目に労働環境モニタリングを実施

し、指定管理者の労働環境の改善に努めてい

ます。また指定管理期間の 2 年目及び 4 年目

に外部委員による外部評価を行い、それ以外

の年度には区職員による内部評価を行い、適

正な運営を確保するよう努めています。 

33  事業評価等の「等」は、具体的には何

を示すのですか。ご説明ください。 

ご質問にお答えします。 

 事業評価等の「等」とは、事業評価のほか、

毎月実施している館長連絡会や運営会議、各

担当者連絡会議による連絡及び報告、指定管

理者に対する指導を示し、これらによって適

正な運営を確保していきます。 

34 ・素案の P11にある多くの人の意見を積

極的に取り入れながら運営していきま

す。とあるが、現在行われている新宿区

立図書館運営協議会は、多くの人々の意

見を積極的に取り入れる貴重な機会だと

思いますがいかが（お考え）ですか。                           

・素案の P21にある新宿区立図書館運営

協議会は、図書館法第 14条に基づく協議

会ではない。とあるが、どういうことか

ご説明ください。                                      

・また、新宿区立図書館に「図書館の設

置及び運営上の望ましい基準」の「（五）

図書館協議会」に規定する協議会を置く

おつもりはありますか。 

ご質問にお答えします。 

 区では新宿区立図書館運営協議会を多様な

意見を積極的に取り入れる重要な機会と考え

ています。学識経験者、公募委員、社会教育

団体関係者、区内学校職員等で構成される協

議会は、年に 5回程度開催され、各委員から

貴重なご意見をいただき運営に反映させてい

ます。また、議事録は区のホームページで公

開しています。                                  

・図書館法は、公立図書館に図書館協議会を

条例で置くことができ、図書館の運営に関し

て館長の諮問に応ずるとともに、館長に対し

て意見を述べる機関として規定されていま

す。新宿区では、館長の上位の教育長の諮問

に応じるとともに、館の行う運営について教

育長に意見を述べることを目的に、新宿区立

図書館運営協議会を要綱で設置しています。

館長の諮問ではなく教育長であること、条例

設置ではなく要綱で設置してある点から図書
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館法に基づく協議会と異なります。 

・「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」

では、「1 市町村教育委員会は、図書館協議

会を設置し、地域の実情を踏まえ、利用者及

び住民の要望を十分に反映した図書館の運営

がなされるよう努めるものとする。2 図書館

協議会の委員には、法第十六条の規定により

条例で定める委員の任命の基準に従いつつ、

地域の実情に応じ、多様な人材の参画を得る

よう努めるものとする。」としています。新

宿区立図書館運営協議会は、図書館法と「図

書館の設置及び運営上の望ましい基準」の主

旨を十分に活かしています。したがって、お

尋ねの条例設置の図書館協議会を設置するに

は及ばないと考えています。 

35  図書館には、人それぞれの目的があり

集まる所です。図書館には、できるだけ

司書の資格のある方の配置を多くしてい

ただきたいです。 

ご意見の趣旨に沿って取組みます。 

 図書館における専門的職員である司書は、

公立図書館を運営するうえでなくてはならな

い重要な存在だと考えています。今後も、司

書を館の所属職員数の 5 割を超えて配置する

よう努めていきます。 

36  （仮称）下落合地域図書館についての

工事の進行状況を区民に伝えてほしい。 

ご意見の趣旨に沿って取組みます。 

 （仮称）下落合図書館の工事の進捗状況に

ついては、必要に応じて、ホームページでお

知らせしていきます。 

37 「28 利用満足度の高い図書館運営」に

ついて 

 「④ 区内在住・在勤・在学者がより利

用しやすいしくみを検討していきます。」

とあるが、具体的な施策を示されたい。

区内在住・在勤・在学者以外の者につい

て一定の制限を設けるべき。貸出制限ま

で至らなくとも、例えば、インターネッ

トでの予約を受け付けないことにより、

区民が利用しやすくなるようにしていた

だきたい。 

今後の取組の参考とします。 

 貸出や予約について区内在住・在勤・在学

の利用者が、優先されるような仕組みを作り

ます。具体的な方法は、今後、検討していき

ます。 

38 素案 P10「新中央図書館建設と地域図書館 今後の取組の参考とします。 
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の配置」について 

 新中央図書館について、いつまで検討

するのか、いつできるのか、その見通し

を記載してほしい。 

 新中央図書館の建設については、東日本大

震災を契機とした新宿区緊急震災対策（平成

23 年 5 月 20 日政策経営会議決定)により、建

設の時期については、改めて判断することと

しています。新中央図書館の開設については、

前記（27 番）の通り、引き続き検討を続けて

いきます。 

39  図書、資料の貸出や返却ポストを区内

数カ所に設置して頂きたい。これは大型

の図書や複数冊の本を借りたり返したり

する身としては、大変重労働の為と、活

字離れの子どもたちが気楽に利用できる

ようにするためや、足腰が弱まり、不自

由を強いられるお年寄りが少しでも多く

利用出来るようにすることなどを鑑み、

区民の行動範囲よりも設置数をポストの

数ほど増やすことを努力目標として、公

共施設や広報を置いてもらえるような公

的な場などで、リクエストの予約本など

を入手したり、借りて返却する段階で、

当該図書館まで行かなくても返せたりす

るような近くて便利な場として、ミニ図

書館を増設して頂きたいのです。無理に

人員を増やすようなことなどしなくて

も、例えばエコ市場（前身が戸塚市場）

で、家具のリサイクルだけではもったい

ないので、そこのスペースや人材を有効

活用して頂く等が、挙げられます。 

今後の取組の参考とします。 

 新宿区は他の自治体と比べて、比較的身近

に図書館が存在すると考えています（素案 P3

の人口１万人あたりの図書館数、面積１㎢あ

たり図書館数の比較データ参照）。落合地域

で建設を進めている（仮称）下落合図書館が

平成 28年度中に開設すると、概ね 800メート

ルの円の中に 1 館の図書館が分布することに

なります。こうしたことを踏まえて、方針Ⅵ.

図書館環境の整備の 26①に挙げましたとお

り、今後、身近な場所での貸出返却の検討を

行っていきます。区立図書館では、お身体が

不自由な方、ご高齢、病気やけがなどで来館

が困難な区内在住の方のために、直接ご自宅

に図書館資料をお届けする家庭配本サービス

を行っています。 

40  現在の中央図書館に、閲覧席を増設し

て頂けないでしょうか。もう少し増える

と良いなと思いますが、手一杯でしょう。

前あった場所より、とても狭い気がして

圧迫感があります。 

ご意見の趣旨に沿って取組みます。 

 現在、中央図書館は拡張補強工事を行って

います。整備終了後（平成 28年 7月中旬の予

定）には、閲覧席が約 60席増え、旧中央図書

館以上の水準となります。 

41 ・少子高齢化に対する、もう 1つの提案

があります。これは全く新しいものでは

なく、私が神奈川県に在住していた小学

校時代、移動図書館と言って、大型車に

ご意見として伺います。 

・新宿区は他の自治体と比べて、比較的身近

に図書館が存在すると考えています（素案 P3

の人口１万人あたりの図書館数、面積１㎢あ
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選りすぐりの本を選んで運んで来る、配

本バスです。区内を巡る循環バスがある

ように，図書館に利用者が多いか少ない

か分かりませんが、来れない人には、来

てあげるというサービスが、今まであっ

ただろうか，私が知らなかっただけでし

ょうか…ふと、子どもの頃を思い出し、

こう言ったサービスが新宿にないのでは

ないかと思い、提案します。それとも、

以前にはあって廃止になったのでしょう

か？他の地区の行政でやっていることで

すから、やれない筈はないと思いますが、

今ある区営のバスの看板に、移動図書館

のバスの運行表を併設表示するのも良い

ですし、工夫次第で，今の区バスを改造

するとか…都営バスの車庫もあることで

すし、そう言ったところからお下がりを

分けて頂く手はないのでしょうか？                    

・あとは、各学校の図書館とコラボレー

ションしても良いでしょう。多く広くニ

ーズを探り、利用者の層を増やして行き、

活字離れの解消に、一役買って頂きたい。

都庁も有する新宿区だからこそ、インテ

リジェンスな都市として、最高のロケー

ションがある街だねと言われるような、

誇りある都市づくりをして欲しいので

す。 

たり図書館数の比較データ参照）。落合地域

で建設を進めている（仮称）下落合図書館が

平成 28年度中に開設すると、概ね 800メート

ルの円の中に 1館の図書館が分布することに

なります。こうしたことも踏まえ、ご提案の

移動図書館については、運営スタッフの確保、

駐車スペースの確保、車両や図書館情報シス

テム等の設備に多額の費用が必要となり、費

用対効果の点からも現在、導入することは考

えていません。 

・区立小中学学校の教職員や学校図書館支援

員と連携して、団体貸出や学習支援など子ど

もの読書活動の推進にあたっています。今後

も活字離れの解消を含めて子どもの読書環境

の充実を図るために学校や児童館などへの貸

出を充実し、身近な場所での読書環境を整備

していきます。 

 

１０ 実現に向けて 

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

42 

・素案の改定基本方針の実現に向けて

（P12）にある単年度ごとの新宿区実行計

画のローリングとあるが、ローリングと

は予算の見直しということかご説明くだ

さい。                                

・22年度～26年度の中で、サービス計画

ご意見を反映します。 

・ローリングとは、区の実行計画について、

事業を取り巻く状況変化に対応するととも

に、外部評価を含む行政評価の結果を反映さ

せるため、予算に限らず計画の内容の見直し

を行うことです。毎年度行っています。                          
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が見直されたことはありますか。いくつ

か例示を出してご説明ください。                   

・現行基本方針の「第 6 章 図書館基本

方針の推進にあたってにある次の文章の

ものと同様な内容のものを追加するとな

およい。 

 「なお、具体的な個々の施策について

は、平成 20年度からスタートする新宿区

総合計画・実行計画にリンクさせて推進

していきます。」 

・図書館のサービス計画は、今回からの取り

組みなので過年度に例はありません。                                              

・区の総合計画、実行計画と、新宿区立図書

館基本方針、サービス計画との関係の説明を

記載します。 

 

１１ これまでの方針との関係 

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

43 

 この素案には、「新宿区緊急震災対策」

が 2 か所、「新宿区緊急震災」が 2 か所

にあるが、具体的には何ですか。資料編

14として平成 23年 5月発表されたままを

掲載したほうがよい。（抄録でもかまい

ません。） 

ご意見を反映します。 

 新宿区緊急震災対策（平成 23 年 5 月 20 日

政策経営会議決定)は、東日本大震災を契機と

し、これまでの施策を見直すとともに、緊急

に対応すべき課題について緊急震災対策を取

りまとめたものです。中央図書館の仮移転を

含め、被災地支援や節電等の緊急対策事業、

区有施設の補修等、耐震未実施区有施設の考

え方とその対応を示したものです。なお表記

は「新宿区緊急震災対策」に統一します。ま

た「新宿区緊急震災対策」の抄録を資料編に

掲載します。 

 

１２ 資料編 

  

意見要旨 区（教育委員会）の考え方 

44 

 素案の P20にある「左記項目に関する

図書館運営協議会での主な意見等」とあ

るが、そもそも、当該年度の図書館運営

協議会の委員の皆様方に、「図書館の設

置及び運営上の望ましい基準」の項目を

ひとつひとつお示しして、ご意見を伺っ

たものですか。それとも、議事録の要旨

ご質問にお答えします。 

 素案の P20 にある「左記項目に関する図書

館運営協議会での主な意見等」とは、「図書

館の設置及び運営上の望ましい基準」の項目

をひとつひとつお示ししてひとつひとつご意

見を伺ったものではなく、新宿区立図書館運

営協議会の議事録を抜粋して整理し、まとめ
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を抜粋して、事務局の方々が整理したも

のと考えてよいか。ご説明ください。 

たものです。なお「図書館の設置及び運営上

の望ましい基準」は当該年度の新宿区立図書

館運営協議会の委員の方々に全体を示してい

ます。 

45 

 素案 P20の平成 25・26年度の図書館運

営協議会での改定基本方針の検討状況の

中に「意見なし」の項目はどういう意味

ですか。今後、いずれかの機会に「意見

なし」とある次の項目についてご意見を

伺って、公表するおつもりはありますか。 

6危機管理のこと 2図書館資料の②資料

の組織化のこと、そして重要だと考える 4

職員①職員の配置等②職員の研修につい

て 

ご質問にお答えします。 

 「意見なし」の項目は、過去の新宿区立図

書館運営協議会で議題として取り上げたり、

議論がなされていない項目です。今後、これ

らの項目につきましても、新宿区立図書館運

営協議会で多様な意見を伺い、議事録をホー

ムページ等で公開していきます。 

46 

・素案の P24にある新宿区区民意識調査

のあらましとあるが、自治体の住民意識

調査の利点として、図書館の未利用者も

対象としていること、また回答者の属性

の設問が多項目にわたり用意できること

がのっていますが、新宿区立の図書館で

ある以上、当然のこと、ある程度仕方が

ないことと考えますがいかがお考えです

か。              

・図書館未利用者は、「新宿区民の」38.6％

もあったということと利用しない理由と

して、区立図書館の場所が遠い（場所が

わからない）38.8％ということについて、

「区立図書館が身近な場所にあれば利用

する」と考えますがいかが（お考え）で

すか。                 

・特集調査のひとつとして「図書館サー

ビス」を取り上げて意識調査を実施しま

した。とあるが、何年ぶりですか。教え

てください。それともはじめてですか。                                   

・次回、新宿区立図書館基本方針を改定

なさろうとするときは、貴重な資料とな

ると思われる、特集調査に「図書館サー

ご意見の趣旨に沿って取組みます。 

 「新宿区区民意識調査」は、図書館を利用

したことがない方（未利用者）の意向を知る

ことができる反面、区外在住の方々は対象外

となります。一方、図書館の来館者を対象に

実施するアンケートは、区外在住の方の意向

を伺うことができますが、図書館を利用しな

い方の意向を伺うことができません。このよ

うな特徴を踏まえて新宿区区民意識調査で図

書館サービスについてを取り上げました。未

利用者を含む全ての方のご意見を伺えるよう

な調査を行うことは困難ですが、今後もでき

る限り多くの方のご意見を伺えるよう努めて

いきます。                                                                                 

・新宿区は他の自治体と比べて、比較的身近

に図書館が存在すると考えています（素案 P3

の人口１万人あたりの図書館数、面積１㎢あ

たり図書館数の比較データ参照）。落合地域

で建設を進めている（仮称）下落合図書館が

平成 28年度中に開設すると、概ね 800メート

ルの円の中に 1館の図書館が分布することに

なります。より一層 PRに努めるなど、利用の

増進を図っていきます。                                                   
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ビス」を取り上げるおつもりはあります

か。 

・毎年行う区民意識調査で図書館を取り上げ

た最近の調査は、平成 14年と 16年に実施し

ましたので、9年ぶりとなります。 

・図書館の基本的な方針や施策について、今

後も機会をとらえて区民意識調査に取り上げ

ていきたいと考えています。 

47 

・素案の P34にある（2）わかりやすい情

報収集と発信にある①新たな情報源を創

り出す取組みの①は②のほうがよい。                           

・①IT環境の整備、情報メディア・電子

資料の充実の①は③のほうがよい。                                                                                        

・素案の P56にある「（規則への委任）

第 20条この条例に定めるもののほか、こ

の条例の下線は何ですか。取ることがで

きたら取ってください。                                                   

・素案の P57にある「１ 新宿区の休日を

定める条例（平成元年新宿条例第 1 号）

に規定する休日」下線は何ですか。取る

ことができたら取ってください。 

ご意見を反映します。 

 誤記等を修正します。 
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